
令和８年５月１日時点 

 

牛窓港関町浮桟橋ビジターバース 利用規約 

 

◇この規約は、瀬戸内市牛窓町関町のビジターバース施設利用に関する事項を定め、ビジタ

ー利用者の安全と利便を図ることを目的とします。 

 

１ 利用条件 

  利用方法：事前予約制（１か月前から３日前まで受付） 

※予約状況によりご希望に添えない場合がありますので、事前に電話で空き状況を確

認の上、利用の申込みをお願いします。 

※利用日当日、事前連絡なく予約時間を経過した場合は自動的にキャンセルとします。 

係留時間：離着桟は原則８：３０から１７：１５まで 

  係留期間：係留可能期間は１回の利用につき最大７２時間まで 

 

２ 申込方法 

  以下のＵＲＬより船舶情報等を入力の上、会員登録(初回利用時のみ)を行った後、係留

予定日の３日前までに係留申請を行ってください。 

  ＵＲＬ：https://35e8ea52.form.kintoneapp.com/public/touroku   

  申込先：瀬戸内市役所 産業建設部建設課 

  電 話：０８６９－２２－２０９９（平日８：３０～１７：１５） 

 

３ 利用料金の納付 

  利用日当日、船舶を係留後、瀬戸内市観光協会の窓口（岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓３０

３１－２）にて「船舶検査証書」を提示の上、利用料金を現金でお支払いください。 

 

４ 利用施設 

関町ビジターバース（関町浮桟橋） 

 ・桟橋延長  ２０ｍ（北西側２０ｍ、南東側２０ｍが係留可能） 

 ・桟橋幅員   ８ｍ（南西側８ｍは係留不可） 

 ・水深   ３．５ｍ 

 

５ 対象船舶 

・全長１０．５ｍ以下、満載喫水３．０ｍ以下のビジター船舶（レジャー目的等で牛窓港

に来訪するプレジャーボート等（漁船、水上オートバイを除く）） 

・最大係留隻数は係留船舶の標準全長により、２隻（全長６～１０．５ｍ以下：北西側１

隻・南東側１隻）から４隻（全長４ｍ以下及び６ｍ以下：北西側２隻・南東側２隻）と

なります。 

・ヨットは港内帆走禁止であり、喫水はフィンキール等を含むことにご注意ください。 

・総トン数４トンを超える船舶は係留できません。 

 

６ 利用料金 

   １係留１隻につき、２４時間までごとに以下の料金 

全長が９メートル未満のもの １，６００円 

全長が９メートル以上１０．５メートル以下のもの ２，３００円 

 



 

７ 利用上の注意事項 

・浮桟橋への着岸の際は、できるだけ速度を落として（０．４ｍ／秒以下）着岸してくだ

さい。 

  ・牛窓港周辺は、定期旅客船や周遊船等を優先した安全航行を心がけ、港内は徐行 

してください。 

  ・当港所属の漁船をはじめとした他の船舶や、港周辺の住民に迷惑がかからないよう 

   利用して頂き、特に早朝や夜間については、騒音を出さないようお願いします。 

  ・利用時間は厳守してください。 

  ・浮桟橋上にやむを得ず物品を一時的に置く場合は、速やかに片付けてください。 

  ・宗教や政治をはじめ、営業行為等の活動・勧誘は禁止します。また、反社会的な 

勢力の構成員・準構成員を乗船させたり、施設を利用させたりすることは禁止し 

ます。 

  ・浮桟橋からの釣りは禁止します。 

  ・浮桟橋へは、各自で用意した係船ロープ等で指定する箇所へ係留してください。 

・船舶を係留したら、速やかに係留した旨を瀬戸内市観光協会の窓口までご連絡くださ

い。 

  ・天候が怪しくなってきたら、無理をせず予約キャンセルの連絡をして引き返して 

ください。 

  ・周辺の水深、潮の干潮時刻、日の入り時刻は必ず事前に調べておいてください。 

  ・給水、給電、給油は出来ません。またゴミはお持ち帰りください。 

  

８ 事故防止等 

  ・常に安全、事故防止及び水質汚濁防止に留意してください。 

・船舶を離れる時は、燃料タンクのバルブ、コック等を閉じ、全ハッチを施錠し、船 

上に物品等を放置しないでください。 

・電気火災の恐れがあるので、電源に十分留意してください。 

  ・水域の汚濁防止には特段の注意を払い、油類等の流出のないよう、十分に注意し 

てください。また、塵埃類等は水面に投棄しないでください。 

・港内では、遊泳、火気の使用は禁止とします。 

 

９ 施設内での事故等に係る取扱い等 

  ・当施設は、台風、津波等の天災、盗難、衝突等、管理者の責めによらない事由に 

より生じた損害については、その責を負いません。 

・ビジター利用者が、港湾施設や他の船舶等に損害を与えた時は、遅滞なく係員に 

届け出るとともに、当該損害を与えた者がその責任において、その損害を賠償し、 

また、紛争の解決を図って頂きます。 

 

10 その他 

・浮桟橋の運用に関しては、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 

・緊急時や相談がある場合は、以下までご連絡ください。 

［平日８：３０～１７：１５］ 

瀬戸内市役所 産業建設部建設課（電話：０８６９－２２－２０９９） 

［土日・祝・年末年始８：３０～１７：００］ 

瀬戸内市観光協会事務局    （電話：０８６９－３４－９５００） 


